
 

 

 
 

 

 
第
56
回
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動 

3
月
14
日
に
第
56
回
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
吹
田
集
会
を
ア

ス
ワ
ー
ク
吹
田
（
市
立
勤
労
者
会
館
）
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
集
会

に
は
民
商
、
生
健
会
、
新
日
本
婦
人
の
会
、
年
金
者
組
合
、
消
費
税

を
な
く
す
の
会
の
5
団
体
か
ら
180
名
が
参
加
。
新
婦
人
の
平
岡
さ

ん
の
司
会
で
集
会
が
始
ま
り
、
最
初
に
民
商
の
塚
本
会
長
か
ら
主
催

者
代
表
と
し
て
あ
い
さ
つ
。
塚
本
会
長
は
こ
の
間
の
税
務
署
の
収
受

印
問
題
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
「
自
営
業
者
に
と
っ
て
各
種
証
明
や

契
約
に
必
要
な
も
の
」
と
強
調
。
消
費
税
や
イ
ン
ボ
イ
ス
な
ど
の
問

題
に
も
触
れ
、
民
商
運
動
を
強
め
る
た
め
に
民
商
を
大
き
く
す
る
た

め
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
ま
し
た
。
生
健
会
、
年
金
者
組
合
、

な
く
す
会
の
3
団
体
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
報
告
が
あ
り
、

記
念
講
演
と
し
て
元
衆
議
院
議
員
の
し
み
ず
た
だ
し
さ
ん
よ
り
お
話

し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
清
水
さ
ん
は
石
破
首
相
の
商
品
券
問
題

か
ら
、
官
房
機
密
費
、
年
収
の
壁
、
イ
ン
ボ
イ
ス
、
消
費
税
、
国
保

や
介
護
保
険
、
大
企
業
の
優
遇
税
制
、
膨
れ
上
が
る
軍
事
費
な
ど
の

問
題
に
つ
い
て
ジ
ョ
ー
ク
を
交
え
な
が
ら
楽
し
く
お
話
し
い
た
だ
き

ま
し
た
。
最
後
に
税
金
は
お
金
の
あ
る
所
か
ら
、
無
駄
な
税
金
の
使

い
道
を
正
せ
ば
、
消
費
税
を
減
税
し
イ
ン
ボ
イ
ス
を
廃
止
に
で
き
る

財
源
は
14
兆
円
を
生
み
出
せ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
集
会
後
は
商
店
街
を
一
周
す
る
パ
レ
ー
ド
を
行
い
、
私
た
ち

中
小
業
者
の
要
求
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
パ
レ
ー
ド
は
さ
ん
く
す

広
場
で
終
了
し
参
加
者
は
吹
田
税
務
署
へ
申
告
書
を
提
出
。
そ
れ
ぞ

れ
申
告
書
を
提
出
し
な
が
ら
、
申
告
書
や
届
出
書
へ
の
収
受
印
の
捺

印
を
求
め
ま
し
た
。
参
加
者
の
う
ち
十
数
名
は
納
税
証
明
書
の
即
日

交
付
も
求
め
ま
し
た
。 

 

 

伝
言
板 

無
料
法
律
相
談 

4
月
17
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
事
務
所 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
の
弁
護
士
が
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
予

約
制
で
す
の
で
、
希
望
す
る
方
は
民
商
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
定

員
は
4
名
で
す
。 

 

確
定
申
告
と
集
団
申
告
へ
の
参
加
お
疲
れ
様
で
し
た
。
申
告
が
終

わ
る
と
6
月
ご
ろ
か
ら
申
告
所
得
や
消
費
税
の
確
定
額
に
応
じ
て

中
間
納
付
や
事
業
税
、
住
民
税
、
保
険
料
な
ど
納
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
減
免
や
減
額
申
請
も
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
が
あ
れ

ば
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

所
得
税
の
予
定
納
税 

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
申
告
納
税
額
（
令
和
6
年
分
は
第
一

表
の

○51
の
金
額
）
が
15
万
円
以
上
で
あ
れ
ば
、
予
定
納
税
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
予
定
納
税
は
申
告
納
税
額
の
3
分
の
1
を

7
月
と
11
月
に
納
税
し
ま
す
。
税
務
署
か
ら
は
納
付
書
や
通
知
書

が
届
き
ま
す
。
も
し
前
年
と
比
較
し
て
所
得
が
減
少
し
納
め
る
税
金

が
少
な
く
な
る
場
合
に
は
、
6
月
30
日
ま
で
の
収
支
や
控
除
に
基

づ
い
て
減
額
申
請
が
で
き
ま
す
。
第
1
期
と
第
2
期
を
減
額
す
る

場
合
に
は
7
月
15
日
、
第
2
期
の
み
の
場
合
は
11
月
15
日
が
申

請
期
限
で
す
。
予
定
納
税
は
所
得
税
の
前
払
い
の
よ
う
な
仕
組
み
で

す
が
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
延
滞
税
が
発
生
し
ま
す
。
今

年
だ
け
申
告
納
税
額
が
増
加
し
た
な
ど
の
場
合
は
、
早
め
に
減
額
申

請
の
準
備
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

消
費
税
の
中
間
納
付 

消
費
税
の
確
定
し
た
年
税
額
（
申
告
書
⑨
の
金
額
）
が
48
万
円

を
超
え
る
と
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
告
書
の
⑨
の
金
額
が
400
万
円

ま
で
の
場
合
は
年
1
回
の
中
間
納
付
と
な
り
、
税
額
は
確
定
申
告

書
の
⑨
と
⑳
の
合
計
金
額
の
半
額
を
納
付
し
ま
す
。
ま
た
業
績
悪
化

な
ど
で
必
要
が
あ
れ
ば
、
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告
が
で
き
ま
す
。

納
期
限
、
中
間
申
告
の
期
限
は
と
も
に
9
月
30
日
で
す
。 

事
業
税 

事
業
税
は
営
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
290
万
円
を
超
え
る
と
課

税
さ
れ
ま
す
。
営
業
も
し
く
は
不
動
産
所
得
か
ら
事
業
主
控
除
の

290
万
円
を
差
し
引
い
た
金
額
に
業
種
ご
と
の
税
率
（

4

％
～

5
％
）
を
乗
じ
た
金
額
が
納
税
額
で
す
。
8
月
と
11
月
の
2
回

に
分
け
て
納
税
し
ま
す
。
初
め
て
事
業
税
の
納
税
義
務
者
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
府
税
事
務
所
か
ら
事
業
区
分
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
調

査
票
が
届
き
ま
す
。 

住
民
税
や
保
険
料
等 

住
民
税
は
6
月
上
旬
に
通
知
書
と
納
付
書
が
届
き
ま
す
。
国
民

健
康
保
険
と
介
護
保
険
は
6
月
中
旬
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
7
月
中
旬
に
保
険
料
の
通
知
書
が
届
き
ま
す
。
国
保
料
減
免

を
希
望
す
る
方
は
6
月
末
ま
で
に
申
請
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。
（
7
月
以
降
も
申
請
で
き
ま
す
が
納
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
料
は

減
免
さ
れ
ま
せ
ん
） 

 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
・
豊
中
法
律
事
務
所 

共
催
セ
ミ
ナ
ー 

住
む
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
！
？
「
区
分
所
有
法
改
正
案
の
問
題
点
」 

報
告
：
馬
越 

俊
佑 

弁
護
士
（
豊
中
総
合
法
律
事
務
所
） 

4
月
11
日
（
金
）
18
時
30
分
～
（
申
込
後
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
） 

今
国
会
に
お
い
て
賃
借
権
消
滅
請
求
の
創
設
を
含
む
区
分
所
有
法
改

正
案
が
提
出
さ
れ
、
国
会
審
議
中
で
す
。
同
法
案
で
は
建
替
え
決
議

が
さ
れ
た
場
合
に
正
当
事
由
な
し
に
賃
借
権
の
消
滅
請
求
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
案
の
問
題
点
を
説
明
し
ま
す
。 


